
生活保護相談・申請時に用意していただきたい書類 
 

①収入や預貯金に関するもの 

□預貯金通帳（申請する人全員分）：現在利用がない通帳も含め、最新の残額がわかるもの 

□直近３か月分の給与明細等給与がわかるもの：働いて得た収入がある場合 

□年金、手当等の受給金額がわかるもの（以下参照） 

 ・年金振込通知書…老齢年金、障害年金、遺族年金等 

 ・各手当認定通知書…児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等 

 ・雇用保険受給資格者証（離職票）、傷病手当支給決定通知書等 

 

②住居に関するもの 

□住居の家賃額・地代額がわかるもの（賃貸借契約書等）：物件、土地を賃借している場合 

 

③その他 

□健康保険資格確認書：国民健康保険資格確認書、社会保険資格確認書、 

後期高齢者医療保険者資格確認書 

※マイナンバーで確認できる場合は不要 

□受給者証：ひとり親等医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証、 

自立支援医療受給者証、特定医療費受給者証、 

限度額適用認定証、介護保険被保険者証 

□各種手帳：身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、母子手帳 

□生命保険、共済保険等の契約がわかるもの：生命保険、共済保険等に加入している場合 

□車検証：車を所持している場合  

□負債：借金等の内容がわかるもの 

 

④申請時に必要なもの  

□印鑑 

□マイナンバーカード（申請する人全員分）：保有している場合 

 

※足りない書類があっても申請は可能です（後日提出していただく必要があります） 

※相談内容によって、上記以外の書類の提出を求める場合があります 


